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国立大学法人鳥取大学事業報告書 

 

Ⅰ 法人の長によるメッセージ 

 鳥取大学は、地域の課題を地域とともに考え解決する中で、人類にとって役に立つ

普遍的な知識を発見し、広く世界に発信することで、学術の発展はもとより世界の平

和と福祉の向上に大きく貢献してきました。こうした伝統を受け継ぎ、実践を通して

知識を深め、理論を身につけ、地域から国際社会まで広く社会に貢献する「知と実践

の融合」を基本理念として、教育、研究、社会貢献に取り組んでいます。 

教育面では、多様な分野で中核となって活躍できる人材や、持続可能な社会づくりや

地域創生に資する人材の育成に注力しています。国際交流を推進するため、短期の語学

留学に加え、海外での実践的な研修プログラムも用意し、海外経験を通して、国際的視

野を持つ人材の育成にも力を入れています。世界 30 か国以上、約 100 機関と交流協定

を結び、日本人学生・研究者を学術交流協定校へ派遣する一方で、多くの外国人留学生・

研究者を受け入れています。また、令和５年４月より工学部では「病院で育てるエンジ

ニア」を目指して、「医工学プログラム」を新設し、高度化する先端医療技術を工学分

野から支え、さらに発展させるために、工学分野の専門知識に加えて、医学分野の知識

を学び、医工連携を推進する人材の育成を目指しています。 

研究面では、世界有数の『乾燥地研究センター』、世界最大級の遺伝資源を保有する

『菌類きのこ遺伝資源研究センター』、創薬や再生医療分野に取り組む『染色体工学研

究センター』、鳥インフルエンザのような鳥類から人に感染する疾病から人類を守る

『鳥由来感染症グローバルヘルス研究センター』などの特色ある研究施設があり、新知

見を世界に発信しています。 

さらに、令和７年４月からは、地方創生の拠点となる『地域未来共創センター』が

始動します。このセンターでは、学生、教職員、地域の方々が一緒になって地域の活

性化について考えたり、新しい会社や産業を起業したり、リカレント教育などの取り

組みなど通じて、地方創生を推進します。 

このように鳥取大学は「知と実践の融合」の基本理念のもと、「地域に根ざし国際

的に飛躍する地（知）の拠点大学」として精力的に活動しています。 

 

 

本事業年度においても次のような、教育、研究、医療、社会貢献及び業務運営にかか

わる重要な施策に取り組みました。 

  ※それぞれの詳細は 28 ページ以降に記載しております。 
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【教育】 

・「総合的学生支援（Quality of College Life）」の充実に向けた取組 

・大学の教育への学生参画の推進及びダイバーシティへの対応・学生支援の拡充 

・グローバル同窓会ネットワーク「GAN-RENDAI」の活動 

・海外実践教育をはじめとしたグローバル人材の養成 

【研究】 

・とっとり NEXT イノベーションイニシアティブ（TNII）と研究推進機構の連携による、

研究支援と産学協創推進体制の推進 

・スタートアップに向けた資金獲得 

・未利用資源の新たな用途開発 

・ジュニアドクター育成塾における中学生の化学法則発見・学会発表と研究成果の学術誌

掲載 

【医療】 

・医療のエコ活動の推進 

・高度医療の推進 

・医工連携・医療産業人材育成 

・医療 DXと地域医療連携 

・広報戦略・地域貢献と職員の意識改革 

・新病院構想 

【社会貢献・地域貢献】 

・地域創生の恒常的なプラットフォームの構築 

・鳥取イノベーション実装事業と月面農場プロジェクト 

・「リカレント教育プログラム」の開発・展開 

・地域における学生団体の活動 

【新しい組織の設置や改組】 

・大学経営戦略室の設置（令和６年４月） 

・国際乾燥地研究教育機構と乾燥地研究センターの組織統合（令和６年４月） 

・地域未来共創センターの設置（令和７年４月） 

・鳥由来感染症グローバルヘルス研究センターの設置（令和７年４月） 

 

 近年、国立大学法人をめぐる経営環境については、厳しい状況にあります。このため、

外部資金獲得の強化、人件費の適切な管理及び経費節減を一層推進するとともに、限ら

れた予算の重点化・効率化を図った予算配分に努め、第４期中期目標達成に向けた、適

切な財務運営に引き続き取り組んでまいります。 
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Ⅱ 基本情報 

１．国立大学法人等の長の理念や経営上の方針・戦略及びそれを達成するための計画等 

鳥取大学は、創立以来今日まで、地域の人々の幸福のために、実学を中心に地域の発展

に取り組んできた。砂丘農業の取組から発展して世界に展開する乾燥地研究に象徴され

るように、地域のための取組の成果を活かして世界に貢献してきた。その根底にあるもの

は、地域に寄り添いながら世界を視野に入れ、つねに厳しい条件下におかれている人々に

対する思いやりの心をもつ姿勢である。 

このような伝統を受け継いで、理論の修得と実践により問題解決と知的創造を行う「知

と実践の融合」を基本の理念として、次の３つの目標を掲げている。 

１．社会の中核となり得る教養豊かな人材の育成 

２．地球規模及び社会的課題の解決に向けた先端的研究の推進 

３．国際・地域社会への貢献及び地域との融合 

これらの目標の達成に向けて、全学の連携、地元及び国内外の地域との共創により、不

透明な時代の課題の解決に向けたイノベーションの創出を目指す人材育成と研究開発を

進めていく。 

 

２．沿革 

昭和２４年 ５月３１日 鳥取師範学校・鳥取青年師範学校・米子医科大学・米子医学

専門学校・鳥取農林専門学校を包括し鳥取大学学芸学部、医

学部及び農学部を設置 

昭和４０年 ４月 １日 工学部を設置 

昭和４１年 ４月 １日 学芸学部を教育学部に改称 

昭和４２年 ４月 １日 教養部を設置 

昭和５０年 ４月２２日 医療技術短期大学部を併設 

平成 元年 ４月 １日 連合農学研究科を設置 

平成 ２年 ６月 ８日 農学部附属砂丘利用研究施設を転換し、全国共同利用施設

として乾燥地研究センターを設置 

平成 ７年 ４月 １日 教養部を廃止 

平成１１年 ４月 １日 教育学部を改組・転換し教育地域科学部を設置 

平成１４年 ４月 １日 医療技術短期大学部を廃止 

平成１６年 ４月 １日 国立大学法人鳥取大学設立 

平成１６年 ４月 １日 教育地域科学部を改組し地域学部を設置 

平成２９年 ４月 １日 持続性社会創生科学研究科を設置 

平成３１年 ４月 １日  共同獣医学研究科を設置 
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３．設立に係る根拠法 

  国立大学法人法（平成１５年法律第１１２号） 

 

４．主務大臣（主務省所管局課） 

  文部科学大臣（文部科学省高等教育局国立大学法人支援課） 

 

５．組織図 

  別紙組織図のとおり 

 

６．所在地 

鳥取県鳥取市湖山町（本部） 

 鳥取県米子市西町（医学部、附属病院） 

 鳥取県鳥取市浜坂（国際乾燥地研究教育機構） 

 

７．資本金の額 

 34,972,222,710 円（全額政府出資） 

 

８．学生の状況 

総学生数  6,252 人 

学士課程  5,199 人 

修士課程     684 人 

博士課程    369 人 

 

９．教職員の状況 

教員   791 人（うち常勤  781 人、非常勤  10 人） 

職員  2,259 人（うち常勤 1,771 人、非常勤 488 人） 

 

（常勤教職員の状況） 

常勤教職員は前年度比で 46 人(1.8％)増加しており、平均年齢は 41.1 歳(前年度 39.7

歳)となっている｡このうち、国からの出向者は０人、地方公共団体からの出向者 72 人、

民間からの出向者は０人である｡ 

また、｢女性の職業生活における活躍の推進に関する法律｣に基づき、令和５年４月か

ら令和８年３月までの行動計画を定めている｡その中で管理職に占める女性の割合 20％

以上、教授職に占める女性の割合 13％以上、女性教員比率 22％以上を定めている｡令和

６年５月１日現在の状況は､管理職 14.8％、教授職 14.2％、女性教員 20.4％である｡ 

取組内容は以下のとおり。 
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① 女性の管理職への登用を積極的に行う。 

② 各種学内委員会などの大学の意思決定機関への女性の参画を推進することにより、

管理職候補者の育成を図る。 

③ ライフイベント中の教職員への支援を実施する。 

④ ワーク・ライフ・バランスや女性活躍推進に関する意識啓発のための研修を実施

する。 

⑤ 管理職として必要な知識・経験を習得するための教育・研修を実施する。 

 

１０．ガバナンスの状況 

（１）ガバナンスの体制 

 当法人は、法令に従い活動を行うとともに、国立大学協会等が策定する「国立大学法

人ガバナンス・コード」を基本原則として、教育・研究・社会貢献機能を最大限発揮す

るとともに、経営の透明性を向上させ、社会への説明責任を果たし、社会の信頼と理解

を得続けられるよう努めている。 

 本学のガバナンス・コードへの対応状況は以下のとおり。 

 

（ガバナンス・コードにかかる適合状況等に関する報告書） 

https://www.tottori-u.ac.jp/about/docs/6a307f30435dd624175ae03026a2e00d75307588.pdf 

 

（２）法人の意思決定体制 

 当法人では、役員会、経営協議会、教育研究評議会等の経営・教学運営に関する会議

体における審議を尊重した上で、多様な関係者の意見、期待を踏まえつつ、学長がその

リーダーシップを十全に発揮して国立大学法人の経営を行っている。 

具体的には、学長が役員会における審議を尊重した上で決定権を行使することを担

保するため、「鳥取大学役員会規則(第３条)」において、経営及び教学に関する重要事

項については、学長の意思決定に先立ち役員会で審議することを規定している。 

 また、経営協議会では学外委員による外部の視点を踏まえた審議を行い、教育研究評

議会では各部局長等が参画し学内意見を集約するなど、多様な関係者の意見、期待を踏

まえたリーダーシップが発揮できる体制を構築している。 
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１１．役員等の状況 

（１）役員の役職、氏名、任期、担当及び経歴 

 

  

役職 氏名 任期 経歴 

学長 中島 光 平成31年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成19年4月 

～平成23年3月 鳥取大学農学部長 

平成25年4月 

～平成 31 年 3 月 鳥取大学理事 

理事 

(研究担当、

IT 担当)・副

学長 

河田 康志 令和3年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成25年4月 

～平成31年3月 鳥取大学工学部長 

平成31年4月 

～令和3年3月 鳥取大学理事 

理事 

(企画・評価

担当、広報

担当、附属

病院再整備

担当)・副学

長 

原田 省 令和5年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成29年4月 

～令和5年3月 鳥取大学医学部附属病院長 

       鳥取大学副学長 

理事 

(教育担当、

国際交流担

当、基金担

当)・副学長 

山口 武視 令和5年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成27年4月 

～令和5年3月 鳥取大学副学長 

 

理事 

（総務担当

、財務担当

、施設・環

境担当）・

副学長・事

務局長 

三木 達行 令和6年4月1日 

～令和9年3月31日 

令和4年4月 

～令和4年9月 奈良教育大学副学長・ 

事務部長 

令和4年10月 

～令和6年3月 奈良国立大学機構 

事務局次長                     
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理事 

(地域連携

担当、ダイ

バーシティ

推進担当)・

副学長 

藪田 千登世 令和3年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成25年4月 

～平成28年3月 鳥取県生活環境部 

くらしの安心局長 

平成28年4月 

～平成29年3月 福祉保健部長 

平成29年4月 

～平成31年3月 会計管理者 

平成31年4月 

～令和3年3月  鳥取大学理事 

理事 

(経営戦略

・経営分析

担当、DX推

進担当) 

(非常勤) 

坂本 直 令和4年4月1日 

～令和 7 年 3 月 31 日 

平成25年9月 

～平成30年8月 株式会社アクシス 

取締役会長 

平成30年9月 

～令和元年10月 同相談役 

令和元年11月 

～令和3年10月 鳥取商工会議所副会頭 

令和3年4月1日 

～令和4年3月31日 鳥取大学理事 

監事 田中 一實 令和2年9月1日 

～令和 6 年 8 月 31 日 

平成24年5月 

～平成28年3月 株式会社鳥取銀行執行役員 

平成28年4月 

～令和2年8月 鳥取大学監事 

監事 内田 直志 令和 6 年 9 月 1 日 

～令和10年6月30日 

令和元年5月 

～令和6年8月 株式会社鳥取銀行執行役員 

監事 

(非常勤） 

足立 珠希 令和2年9月1日 

～令和10年6月30日 

平成19年4月 

～平成21年3月 鳥取県弁護士会副会長 

平成23年1月～ 足立珠希法律事務所所長 

平成25年4月 

～平成26年3月 鳥取県弁護士会副会長 

平成27年4月 

～平成28年3月 鳥取県弁護士会会長 

日本弁護士連合会理事 

平成28年4月 

～令和2年8月 鳥取大学監事(非常勤) 
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（２）会計監査人の氏名又は名称及び報酬 

 会計監査人は有限責任監査法人トーマツであり、当該監査法人及び当該監査法人と

同一のネットワークに属する者に対する、当事業年度の当法人の監査証明業務に基づ

く報酬の額は 14 百万円（税込）である。なお、非監査業務に基づく報酬はない。 

 

Ⅲ 財務諸表の概要 

１．国立大学法人等の長による財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の分析 

（１） 貸借対照表（財政状態） 

①  貸借対照表の要約の経年比較（５年）            （単位：百万円） 

 

②  当事業年度の状況に関する分析                （単位：百万円） 

 

 

区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

資産合計 89,706 92,832 90,092 89,143 90,075 

負債合計 26,177 28,625 19,182 17,278 17,015 

純資産合計 63,528 64,207 70,909 89,143 73,060 

資産の部 金額 負債の部 金額 

固定資産 

 有形固定資産 

  土地 

   減損損失累計額 

  建物 

   減価償却累計額 

   減損損失累計額 

  構築物 

   減価償却累計額 

  その他の有形固定資産 

 無形固定資産 

  ソフトウェア 

  その他の無形固定資産 

 投資その他の資産 

流動資産 

 現金及び預金 

 その他の流動資産 

74,250 

71,154 

45,953 

0 

43,343 

▲ 27,640 

▲0 

3,574 

▲ 2,326 

8,250 

298 

255 

43 

2,797 

15,825 

8,698 

7,126 

固定負債 

 長期繰延補助金等 

 大学改革支援・学位授与機構債務負担金 

 長期借入金 

 引当金 

  退職給付引当金 

 その他の固定負債 

流動負債 

 運営費交付金債務 

 その他の流動負債 

7,770 

1,465 

12 

3,995 

889 

889 

1,408 

9,244 

668 

8,575 

負債合計 17,015 

純資産の部  

資本金 

 政府出資金 

資本剰余金 

利益剰余金 

34,972 

34,972 

8,641 

29,447 

純資産合計 73,060 

資産合計 90,075 負債純資産合計 90,075 
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（資産合計） 

令和６年度末現在の資産合計は前年度比９３２百万円（１．０％）（以下、特に断らない

限り前年度比）増の９０，０７５百万円となりました。 

主な増加要因としては、現金及び預金が１，０７５百万円（１４．１％）増の８，６９８

百万円となったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、工具器具備品が８９６百万円（１４．４％）減の５，２９

０百万円となったことが挙げられます。 

 

（負債合計） 

令和６年度末現在の負債合計は２６３百万円（１．５％）減の１７，０１５百万円となり

ました。 

主な増加要因としては、未払金が５６３百万円（１１．４％）増の５，４７９百万円とな

ったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、長期未払金が４９７百万円（２７．２％）減の１，３２７

百万円となったことが挙げられます。 

 

（純資産合計） 

令和６年度末現在の純資産合計は１，１９５百万円（１．６％）増の７３，０６０百万円

となりました。 

主な増加要因としては、目的積立金が１，１０５百万円（２４３．７％）増の１，５５８

百万円となったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、減価償却相当累計額が６０６百万円（３．６％）増の▲１

７，２４７百万円となったことが挙げられます。 

 

（２） 損益計算書（運営状況） 

①  損益計算書の要約の経年比較（５年）           （単位：百万円） 

（注）令和４年度は会計基準改訂に伴い、臨時資産見返負債戻入等が大幅に増加したことに

より、当期総損益が大幅に増加しています。 

  

区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

経常費用 42,027 43,534 44,812 45,579 47,011 

経常利益 43,017 44,130 44,834 46,843 48,284 

当期総損益 1,016 1,009 7,460 1,129 1,328 
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①  当事業年度の状況に関する分析          （単位：百万円） 

 金額 

経常費用（Ａ） 47,011 

 業務費 45,787 

  教育経費 1,834 

  研究経費 1,513 

  診療経費 19,151 

  教育研究支援経費 746 

  人件費 20,909 

  その他 1,630 

 一般管理費 1,163 

 財務費用 34 

 雑損 26 

経常収益（Ｂ） 48,284 

 運営費交付金収益 

 学生納付金収益 

 附属病院収益 

 その他の収益 

10,771 

3,769 

29,195 

4,547 

臨時損益（Ｃ） 0 

前中期目標期間繰越積立金取崩額（Ｄ） 40 

目的積立金取崩額（Ｅ） 15 

当期総利益（当期総損失）（Ｂ－Ａ＋Ｃ＋Ｄ＋Ｅ） 1,328 

 

（経常費用） 

令和６年度の経常費用は１，４３２百万円（３．１％）増の４７，０１１百万円となりま

した。 

主な増加要因としては、診療経費が５９９百万円（３．２％）増の１９，１５１百万円と

なったことが挙げられます。 

また、主な減少原因としては、一般管理費が１２２百万円（９．５％）減の１，１６３百

万円となったことが挙げられます。 

 

（経常収益） 

令和６年度の経常収益は１，４４０百万円（３．０％）増の４８，２８４百万円となりま

した。 

主な増加要因としては、附属病院収益が９１５百万円（３．２％）増の２９，１９５百万

円になったことが挙げられます。 
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 また、主な減少要因としては、受託事業等収益が１７４百万円（３５．８％）減の３１２

百万円となったことが挙げられます。 

 

（当期総損益） 

上記経常損益の状況及び臨時損失として固定資産除却損０百万円、臨時利益として０百

万円、前中期目標期間繰越積立金を使用したことによる前中期目標期間繰越積立金取崩額

４０百万円、目的積立金を使用したことによる目的積立金取崩額１５百万円を計上した結

果、令和６年度の当期総損益は１９９百万円（１７．６％）増の１，３２８百万円となりま

した。 

 

（３） キャッシュ・フロー計算書（キャッシュ・フローの状況） 

①  キャッシュ・フロー計算書の要約の経年比較（５年） 

（単位：百万円） 

 

②  当事業年度の状況に関する分析           （単位：百万円） 

 金額 

Ⅰ業務活動によるキャッシュ・フロー（Ａ） 4,471 

 人件費支出 ▲20,891 

 その他の業務支出 ▲22,094 

 運営費交付金収入 10,901 

 学生納付金収入 3,646 

 附属病院収入 28,877 

 その他の業務収入 4,032 

 国庫納付金の支払額 - 

Ⅱ投資活動によるキャッシュ・フロー（Ｂ） ▲1,749 

Ⅲ財務活動によるキャッシュ・フロー（Ｃ） ▲1,646 

Ⅳ資金に係る換算差額（Ｄ） ‐ 

Ⅴ資金増加額（又は減少額）（Ｅ＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ） 1,075 

Ⅵ資金期首残高（Ｆ） 7,605 

Ⅶ資金期末残高（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ） 8,680 

区分 2 年度 3 年度 4 年度 5 年度 6 年度 

業務活動によるキャッシュ・フロー 4,501 5,259 3,128 4,001 4,471 

投資活動によるキャッシュ・フロー 238 ▲2,861 ▲2,756 ▲1,936 ▲1,749 

財務活動によるキャッシュ・フロー ▲905 ▲1,445 ▲1,417 ▲1,712 ▲1,646 

資金期末残高 7,346 8,299 7,253 7,605 8,680 
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（業務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和６年度の業務活動によるキャッシュ・フローは４７０百万円（１１．７％）増の４，

４７１百万円となりました。 

主な増加要因としては、附属病院収入が５３８百万円（１．８％）増の２８，８７７百万

円となったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、原材料、商品又はサービスの購入による支出が７６４百万

円（３．７％）増の▲２０，９９１百万円となったことが挙げられます。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

令和６年度の投資活動によるキャッシュ･フローは１８７百万円（９．６％）増の▲１，

７４９百万円となりました。 

主な増加要因としては、施設費による収入が２１４百万円（３８．６％）増の７６８百万

円となったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、有形固定資産及び無形固定資産の売却による収入が６９百

万円（９９．３％）減の０百万円となったことが挙げられます。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

令和６年度の財務活動によるキャッシュ･フローは６６百万円（３．８％）増の▲１，６

４６百万円となりました。 

主な増加要因としては、リース債務の返済による支出が５９百万円（４．５％）減の１，

２４５百万円となったことが挙げられます。 

また、主な減少要因としては、長期借入金の返済による支出が３百万円（１．０％）増の

▲３５７百万円となったことが挙げられます。 

 

（４） 主なセグメントの状況 

 

①医学部・医学系研究科セグメント 

医学部・医学系研究科セグメントは、医学部、大学院医学系研究科により構成されており、

医学、生命科学及び保健学の専門知識・技術及び最新の理論の教育研究を行い、高度の知識・

技術及び豊かな人間性と高い倫理観を身に付けるとともに、国際社会にも貢献できる創造

性豊かな人材を養成することを目的としています。令和６年度においては、第４期中期計画

に定めた教育、研究、社会との連携や社会貢献及び国際化等に関する目標を達成するため、

各種事業を実施した。 

主な事業として、「染色体工学など鳥取大学発の特色ある技術による医薬品等の研究開発」

という枠組のもと、染色体工学技術の汎用化を進め、ヒト iPS 細胞からヒト iPS 細胞への

直接染色体導入法により、トリソミーiPS 細胞の開発に成功した。さらに、ヒト iPS 細胞中



  

- 13 - 
 

において、モノソミー細胞パネルの作製に成功した。 

また、学内プロジェクトである「分野特化型教育研究プログラム（医療機器開発および共

学講座・医工学プログラム・イノベーション教育グループ）」という枠組のもと、(１)医工

農連携による医療機器開発プロジェクトの推進、(２)ワイガヤ式医工連携ワーキングの実

施、(３)医療機器開発を担う大学発ベンチャー企業との連携なども実施し、多企業連携によ

る研究開発体制の構築を進めた。 

さらに、「健康鳥取！スマート・ライフ・プロジェクト」という枠組のもと、鳥取県が開

催地となったねんりんピック関連行事にて検診を行い、参加者が自身の認知機能の現状を

スクリーニングテストや脳年齢検査で把握することができ、高齢者を身近に持つ家族や地

域の構成員に対しても予防のための知識や早期発見の意義を知ってもらうことができた。 

これらについて、いずれの事業も計画どおり順調に進捗している。 

医学部・医学系研究科セグメントにおける事業の実施財源は、運営費交付金収益１，６５

９百万円（４６．４％）､学生納付金収益９５５百万円（２６．８％）､その他９５７百万円

（２６．８％）となりました。また、事業に要した経費は、人件費２，３２９百万円（６６．

５％）､教育経費３３８百万円（９．７％）、その他８３３百万円（２３．８％）となりまし

た。 

 

②工学部・工学研究科・持続性社会創生科学研究科工学専攻セグメント 

工学部・工学研究科・持続性社会創生科学研究科工学専攻セグメントは、工学部、大学院

工学研究科、大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻により構成されており、人類の福祉

と社会の発展に資するため、主として工学の分野における学術研究と教育を行うとともに、

社会が必要とする技術を開発し、それを駆使しうる人材を養成することを目的としている。

令和６年度においては、第４期中期計画に定めた教育、研究、社会との連携や社会貢献及び

国際化等に関する目標を達成するため、各種事業を実施した。 

主な事業として以下の４つを進めた。まず、技術知識や技能のみならず、課題 発見・解

決能力など、人間力全般を養うことを目指して「IoT 人材育成プログラム研究開発事業」を

鳥取県からの委託により実施した。また、数理・データサイエンス・AI 教育プログラム認

定制度（応用基礎レベル）に認定され、数理・データサイエンス教育を推進した。さらに、

令和９年度設置予定の大学院持続性社会創生科学研究科工学専攻医工情報科学コース設置

に向け、在学生 800 名、地元企業 18 社にニーズアンケートを実施し、コース設置の妥当性

を評価して、医工学教育プログラムの整備・充実化を図った。最後に、令和５年度に採択さ

れた文部科学省「成長分野における即戦力人材輩出に向けたリカレント教育推進事業（建設

DX 推進リカレント教育プログラ ム）」を継続し、建設コンサルタント技術者 22名と建設施

工管理技術者 10 名を対象にリカレント教育を行った。 

これらについて、いずれの事業も計画どおり順調に進捗している。 

工学部・工学研究科・持続性社会創生科学研究科工学専攻セグメントにおける事業の実施
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財源は、学生納付金収益１，５００百万円（６０．８％）､運営費交付金収益３５９百万円

（１４．６％）､その他６０８百万円（２４．６％）となりました。また、事業に要した経

費は、人件費１，４０５百万円（５９．０％）､研究経費３１４百万円（１３．２％）、その

他６６１百万円（２７．８％）となりました。 

 

③農学部・持続性社会創生科学研究科農学専攻・共同獣医学研究科セグメント 

農学部・持続性社会創生科学研究科農学専攻・共同獣医学研究科セグメントは、農学部、

大学院持続性社会創生科学研究科農学専攻、大学院共同獣医学研究科により構成されてお

り、食料、生命、環境、獣医療等の領域に関する教育研究を行うとともに、豊かな人間性と

国際的な幅広い視野と創造性をもって人類及び動物の生存と福祉に貢献できる人材を養成

することを目的としている。令和６年度においては、第４期中期計画に定めた教育、研究、

社会との連携や社会貢献及び国際化等に関する目標を達成するため、各種事業を実施した。 

主な事業として、菌類きのこ資源を活用した製品の開発・共同研究の推進、スマート農業

の技術開発や実装化等を活発化させるために、その課題となっている老朽化した研究設備・

機器の更新や新たな整備等を進め、地域の次世代協創拠点となるための基盤的な整備を行

った。 

また、近年、野鳥による高病原性鳥インフルエンザ(HPAI)が地球規模で拡大し、哺乳動物

や人への感染事例が増加するなど、鳥由来人獣共通感染症に対する社会からの疾病制御へ

の期待が高まっている。このような複雑多様化する鳥由来人獣共通感染症に対応すべく、他

学部との協同など、学内のリソースを最大限活用した学際的連携体制を構築し、鳥由来人獣

共通感染症の包括的制御とグローバルヘルスの実現を目指した体制整備を実施した。 

加えて、我が国の生物遺伝資源（研究開発の材料としての動物・植物・微生物の系統・集

団・組織・細胞・遺伝子材料等及びそれらの情報）の収集・保存・提供体制の整備を目的と

した「ナショナルバイオリソースプロジェクト」の、「きのこ」リソースについて中核拠点

化整備を推進した。具体的な取組として、令和６年度には総計 587 属 1,771 種 8,697 株の

きのこ菌株を保有するに至り、このうち 46 属 54 種 100 株を新たに分譲可能菌株として追

加公開し、総計 391 属 925 種 2,222 株を食品系・医農薬系の民間企業や他の国立大学等の

様々な研究機関に向けて公開・提供することで、わが国におけるきのこ研究の推進に貢献し

ている。 

これらについて、いずれの事業も計画どおり順調に進捗している。 

農学部・持続性社会創生科学研究科農学専攻・共同獣医学研究科セグメントにおける事業

の実施財源は、学生納付金収益７７５百万円（４０．７％）､運営費交付金収益６６６百万

円（３４．９％）､その他４６６百万円（２４．４％）となりました。また、事業に要した

経費は、人件費１，１７２百万円（６２．３％）､教育経費３４７百万円（１８．５％）、そ

の他３６０百万円（１９．２％）となりました。 
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④附属病院セグメント 

１．附属病院のミッション、理念・基本方針等 

【理  念】 

地域と歩む高度医療の実践 

 

【基本方針】 

【医療】私たちは、患者さんの視点に立ち、適切かつ高度なチーム医療を安全に注意を

払いながら提供します。 

【教育】私たちは、人間性豊かで、専門家としての責務に自覚を持つ優れた医療人を育

成します。 

【研究】私たちは、研究を推進し医療の発展に貢献します。 

【地域社会への貢献】私たちは、地域の要として医療連携を推進し、持続可能な地域医

療を目指します。 

【国際化】私たちは、国際交流を推進し、次世代医療を世界に発信します。 

【病院運営】私たちは、効率的かつ健全に病院を運営します。 

【理念】・【基本方針】を基に、附属病院として以下の機能を果たす。 

 

県内唯一の医育機関及び特定機能病院としての取組や都道府県がん診療連携拠点病

院、高度救命救急センター、総合周産期母子医療センター、第二種感染症指定医療機関

等としての取組を通じて、鳥取県における地域医療の中核的役割を担う。 

 

低侵襲ロボット手術や人工染色体・幹細胞操作技術等に関する技術等を始めとする

研究の実績を活かし、先端的で特色ある研究を推進し、新たな医療技術の開発を目指す

とともに、次代を担う人材を育成する。特に、臨床研究者及び生命科学・基礎医学研究

者の養成を積極的に推進し、臨床や産業界との橋渡しができる人材を育成する。 

 

特定機能病院が担う地域医療の最後の砦としての役割を維持すべく、持てる医療資

源を最大限活かして、鳥取県や保健所、及び地域の医療機関と連携しつつ感染予防対策

を十分に行った上で、「高度の医療の提供」、「高度の医療に関する研修」、「高度の医療

技術の開発・評価」を行う。 

 

２．附属病院の中期計画等 

附属病院に関する目標 

◆世界の研究動向も踏まえ、最新の知見を生かし、質の高い医療を安全かつ安定的に提

供することにより持続可能な地域医療体制の構築に寄与するとともに、医療分野を

先導し、中核となって活躍できる医療人を養成する。 
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附属病院は、上記の目標を実現するため以下の計画を定めている。 

①低侵襲外科センターにおけるより高度なチーム医療の実践、臨床解剖教育研修セン

ターを活用したロボット手術等の新たな術式の開発、若手医療者への技術・倫理教育

の強化、国産手術支援ロボットの導入やＡＩを活用した医療の推進等を行い、安全性

の高い医療の提供を行う。また、特定臨床研究の推進等を通じて、新規の診断及び治

療法の開発に結びつける。なお、ロボット手術を第４期終了時累計 3,000 件以上実施

し、医学部附属病院主導による新規特定臨床研究を年間２件以上承認する。 

②地域密着型医療機器開発拠点として病院を開放した「共学講座」を展開し、医療と工

業の両分野に明るい医療産業人材や医療産業を熟知し、その定着・拡大に資する医療

産業支援人材の育成に取り組む。また、地方自治体、企業と連携し医療産業集積地域

の構築に向けて、自治体、企業、学生等の様々なステークスホルダーが共創する山陰

医療機器バレー（仮称）のプラットフォームを構築する。共学講座の受講者数を第４

期終了時累計 24 名以上とする。なお、第４期終了時にヘルスケア関連機器等を累計

３件以上の実証を完了し、第４期終了時累計６件以上特許出願する。 

③鳥取県西部圏域における急性期四病院との連携協定に基づいた幅広い分野における

地域医療機関との連携や対象範囲の拡大による連携強化、令和２年度から運用を開

始したオンライン診療予約「紹介統合 WEB システム」の鳥取県全医療機関への早期普

及等に取り組む。入退院支援加算件数を第４期終了時累計 24,000 件以上とし、「紹介

統合 WEB システム」の利用医療機関普及率を第４期終了時 40％以上とする。 

④目的積立金を活用した計画として、附属病院では、地域から求められる機能の強化や

高度先進医療の実現及び働きやすさに資する次世代型病院の再整備計画を検討し、

再整備計画を含む持続的な病院経営を行い、安定的な病院経営基盤の確保に取り組

む。また、病棟クリーンルーム及び療養環境改善に係る施設設備事業を実施する。ま

た、設備マスタープランに基づき、病院設備の充実を進める。 

 

３．令和６年度の取組等 

（１）令和６年度の主な取組 

【高度先進医療の提供】 

① 手術支援ロボット「hinotori」の症例見学認定施設を中四国地方初で取得 

令和６年７月、当院は国産初の手術支援ロボット「hinotori」の下部消化器領域

症例見学認定施設として中四国地方で初めて認定を取得した。これにより、他機関

の医師や医療スタッフ等の症例見学の受入れが可能となり、患者の負担軽減とな

る低侵襲手術の普及・発展に繋がることが期待される。 

② 手術支援ロボット「hinotori」による中四国地方初の肺切除術を実施 

令和６年 12 月、手術支援ロボット「hinotori」を活用し、中四国地方で初めて

呼吸器外科領域での肺切除術を実施した。これにより、当院は令和７年１月に呼吸
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器外科領域の症例見学認定施設としても認定され、低侵襲手術の普及・発展に貢献

した。 

③ 山陰地方初の透析患者への「TAVI」治療を開始 

経カテーテル的大動脈弁植え込み術（TAVI）の認定施設として、透析患者への低

侵襲治療を山陰地方で初めて提供した。この治療法は、手術リスクが高い患者に対

して有効であり、今回当院が認定されたことによって、より侵襲性の低いカテーテ

ルによる治療が、透析患者さんの治療の選択肢として加わることになった。 

④ ロボット支援下膵頭十二指腸切除術の山陰初導入 

手術支援ロボット「ダビンチ」を用いた膵頭十二指腸切除術を山陰地方で初めて

導入した。同手術は非常に難易度が高い手術であることから、日本肝胆膵外科学会

並びに日本内視鏡外科学会が厳しい施設基準を設けているが、この高度な技術を

必要とする手術を実施できる施設として認定され、膵臓手術を必要とされる多く

の方に、低侵襲手術の提供が可能となった。 

 

【地域との繋がりづくりを目指した取組】 

① とりだい病院メディカルセミナー 

倉吉市、米子市、松江市の３会場でメディカルセミナーを開催した。令和６年度

は、米子市での開催を 10年ぶりに追加した。テーマは、倉吉市・松江市は「認知

症」、米子市では「循環器病」とした。いずれも地域住民にとって関心の高い内容

であり、多くの申し込みを得ることができた。 

〔開催実績〕 

〇倉吉市（倉吉交流プラザ）：８月 10 日   

テーマ：「認知症」／参加者数：139 人 

〇米子市（医学部記念講堂）：９月７日   

テーマ：「循環器病」／参加者数：329 人（会場参加 265 人・オンライン 64人） 

〇松江市（松江テルサ）：10 月６日   

テーマ「認知症」／参加者数は 376 人（松江市開催過去最高の参加者数） 

② ミニ講座 

令和６年度からの新しい取組として、令和６年 10月から院内でミニ講座を開催

した。小児科をはじめとする専門医が講師となり、地域住民に医療知識を提供する

ことで、正しい知識の普及に努めた。講座は地域住民にとって関心の高い内容を選

定するほか、子育て世代に焦点をあて託児サービスを付加するなど、新しい層への

アピールに取り組んだ。 

〔開催実績〕 

第１回：10 月 28 日   

テーマ：「こどもの感染症とその予防～どんな時に受診したらいいの～」   










































































